
 令和７年１１月２８日 

質疑回答書 

 

業務名 

案件名 
宇治市役所庁舎警備宿日直業務 

質疑 

番号 
質疑事項 回答 

１ 

仕様書-第５条-（１） 

窓口に常時１名フル配置なのか。巡回時

は窓口を空にして良いのか。 

窓口は業務実施日及び時間中は、常時

１名配置となります。 

よって、巡回時であっても窓口には必

ず１名配置し、空にしないよう人員配

置をお願いします。 

２ 

仕様書-第７条-（２）-① 

施設２級又は指導教育責任者は常時配

置をしていないといけないのか。 

登録のみではだめなのか。また、常時で

なくても良い場合は、資格者の配置日数

下限などはあるのか。副業務責任者は該

当の資格保有者でなくてはいけないの

か。 

仕様書第７条（５）に記載のとおり、

業務管理責任者又は副業務管理責任

者が業務の履行場所に常駐する体制

としてください。有資格者である業務

管理責任者の配置下限日数は設定し

ませんが、連絡・業務調整のできる体

制を確保してください。副業務管理責

任者の資格保有は求めませんが、業務

管理責任者が不在の時に責務を代行

できるものとして配置をお願いしま

す。 

３ 

仕様書-第８条-（１）及び（２） 

警備業務は、警備服であるため受託者負

担。管理業務については、指定の服装が

あるのかもしくは受託者負担で準備を

しないといけないのか。 

第８条に「従事者は制服（受注者負担）

を着用しなければならない」とあり、 

全ての従事者に対して、指定の服装は

なく、受注者負担で、清潔かつ業務の

内容に応じた制服を準備し、市に確認

の上、了承を得てください。 

４ 

仕様書-第１３条 

早出、残業などの別途請求は可能か？ 

例）職員様の指示によるもの。消防訓練

など。 

第２７条特記事項のとおり、「市が庁

舎の管理上、警備業務及び宿日直業務

で必要と認めた業務については、契約

額の範囲内で実施するものとする」と

あり、別途請求はできません。 

５ 

仕様書-別紙１-巡視等業務 

市が指示する時刻を基準として計６回

の時間帯とそれぞれの所要時間をご教

示いただきたい。（契約料金算出に必要

となる為） 

基本的には、 

開庁日夜勤（17:00～翌日 9:00）の場

合、18、21、24、6、8時を原則とし、

残り１回を、西館最終退庁者の報告が

あり次第、巡回を行うこととします。 

閉庁日終日勤務（9:00～翌日 9:00）で

翌日も閉庁日の場合、10、13、18、

21、24、8時を原則として巡回を行う

こととします。 



閉庁日終日勤務で翌日が開庁日の場

合、13、18、21、24、6、8 時を原則

として巡回を行うこととします。 

ただし、最終退庁者が 24 時を超える

場合は、24時ではなく、その者が退庁

した後に巡回することとします。 

所要時間については、24 時は概ね 1

時間、その他の時間は概ね 30 分です

が、特別な対応等が発生した場合はこ

の限りではありません。 

６ 

仕様書-別紙１-緊急対応-① 

笠取郵便局の防犯システムの端末の対

応とは、どのような業務内容か。 

また、現地まで出勤するなどあるのか。 

防犯システムの端末（スマートフォ

ン）に一報が入り次第、市の緊急連絡

体制表の職員に連絡し、端末のカメラ

を確認するなどして状況に応じて対

応する業務です。なお、現地に出勤す

ることはありません。 

 


